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地域活性化は多様な主体が連携することが鍵 

 

2021年 10月に開催された第29回 JA全国大会では、大会決議「持続可能な農業･地域共生の未来

づくり～不断の自己改革によるさらなる進化～」が採択された。そして、次の10年に向かって、

「めざす姿」（①持続可能な農業の実現、②豊かでくらしやすい地域共生社会の実現、③協同組合と

しての役割発揮）と３つの基本目標「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」「地域の活性化」に挑

戦するとした。 

ここで農協グループとして挑戦する「めざす姿」と３つの基本目標には、いずれも地域社会のため

の役割発揮が掲げられているが、こうした取組には人的・組織的な連携・協働が必要で、具体的には、

正・准組合員、生産部会や青年部、女性部、農家組合などの農協の基礎的組織とともに進められてい

くことになろう。なかでも、地域を豊かで活力あるものにするという挑戦は、組合員組織を兼ねる場

合が多い農業集落や、准組合員を中心に地域住民も巻き込んで広範な取組みが必要となろう。 

ただし、高齢化や人口減少という農村の地域社会の現状から考えると、従来の農協とその組織基盤

の枠内での対応には限界があるとみられ、より広範囲で専門的な人的・組織的な連携・協働が必要と

なってこよう。先の「めざす姿」の②豊かでくらしやすい地域共生社会の実現でも、その姿は「総合

事業を通じて地域の生活インフラ機能の一翼を担い、多様な関係者とともに協同の力で豊かでくらし

やすい地域共生社会の実現に貢献している姿」とされている。実際に、2020年農林業センサスでは、

様々な農業集落活動が、都市住民や、NPO・学校・企業と連携して行われていることが確認できる。 

農業・農村の抱える課題が、広域化、複雑化するなかで、地域の課題解決のためには個々の活動主

体が単独で取り組むのではなく、多様な主体との連携・協力が必要であり、今後もその傾向は強まっ

ていくと考えられる。 
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◆協同金融研究会第１８回シンポジウム 報告（２）◆ 

 

コロナ禍における事業と生活の現状、協同金融の課題 

～協同組合らしさを如何に生かすか～ 

 

■実践・事例報告と全体討論■ 
 

地域の事業者生活者の現状と 

協同金融の対応及び地域での連携 

 
西武信用金庫 理事長 髙橋 一朗 氏 

全国信用組合中央協会 調査企画部 部長 小川 元利 氏 

静岡県労働金庫 執行役員兼経営企画部長 杉山 正治 氏 

ＪＡ茨城県中央会 農政広報部調査役 卜部 将彦 氏 

 

 

信用金庫 
 

西武信用金庫 理事長 髙橋 一朗 

 
ご紹介いただきました西武信用金庫の髙橋でございます。私は、この研究会が1993年に立ち上がっ

たとき以来、ずっと会員として参加しておりました。そのときにはまだ 32 歳でしたので、それから

30年近くがたったなと少し感慨深い気がしております。 

私からは、地域の中小企業の実情と私ども西武信用金庫の対応事例についてお話をさせていただき

ます。 

 

１．日本経済と金融の「過去・現状・未来」について 

まずテーマの「コロナ禍における」ということですが、その前提として中小企業の現状を少し振り

返りながらお話しいたします。 

今まさに、昭和の時代から平成・令和に入る、19 世紀から 20 世紀・21 世紀の間の大きな経済の

転換点にあるのではないでしょうか。一つは人口増加社会から人口減少社会にいよいよ入っていくこ

と。また、そのことによって産業の海外移転が進み、政界・経済の主役が先進国から新興国に変わり

つつあります。またこうしたなかで、これまで日本経済を支えてきた中小企業の経営者である社長さ

ん方のうち、64％の皆さんが 2025 年には 70 歳に到達します。さらには、新しい産業の柱として、AI

や IoT、さまざまなデジタルの急速な進展があります。こうしたことによって、FinTech や SNS、シ

ェアリングエコノミーといった、これまでになかった急速な進展が見られる。これが過去から現在に向

かっての状況なのではないかと思っています。 
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こうしたなか、金融機関も大きく変化しました。メガバンク、地域金融の信用金庫、あるいは地方

銀行が共に数を減らし、預貸率を下げ、なかなか思うような金融ができなくなってきたのが現状では

ないかと思っています。 

 

２．中小企業や地域経済の「過去・現状・未来」について 

中小企業も大変厳しい状況にあります。2009 年に 420 万社あった中小企業は、2014 年の統計では

381万社と、この 5年間で 9.3％、39万社が減少しました。ピークは 1990年の 650万社ですので、間

もなく半分の数になってしまうというのが日本の中小企業の現状です。さらに 2014 年の国税庁調査に

よれば、66.7％の企業が赤字であるというのが直近の数字です。この数字をさかのぼると 1950 年代、

人口が増加していた高度成長期には、中小企業も含めた日本のあらゆる企業の 70％は黒字でした。

しかし 1982 年に 50％を割り、一番厳しい 2010 年にはとうとう 75％が赤字となりました。現在の

66.7％の赤字というのは、それから比べると少しよくなったような気がいたしますが、これは赤字企

業の数を減らしたために全体の比率が改善したのかもしれない。もともと大変厳しい状況にあったと

いうことだと思います。 

事業承継問題は、中小企業の経営をさらに厳しくすることが予想されます。245 万人の皆さんが 70

歳以上になりますが、そのうち 12.4％ぐらいしか後継者が決まっていません。単純に掛け算します

と、半分の企業が黒字でもなくなってしまうようなことが想定されます。これが、今後の大きな課題

になるのではないかと思います。 

 

３．これからの中小企業経営のあり方について 

そうしたなか 21 世紀は、かつてのような人口増加を背景としたエンジン・エネルギーがない時代

になると思われます。また、経済のグローバル化が進むことによって、中小企業もいやがおうでもグ

ローバル化していく必要があります。その背景にはデジタルの急速な技術革新があります。クラウド

ファンディングのような新しい仕組み、SDGs、シェアリングエコノミーのような、これまでになかっ

たデジタルの活用が行われると考えられます。これからの中小企業経営には DX の視点が重要で、20

世紀にはなかった新たなマーケットを探していくことが必要です。今、成功されている多くの皆さん

は、連携をされたり、協力をされたり、すべてを自ら装備する「フルセット型」ではなく、外部資源

をうまく活用されているような気もいたします。 

ここに、新型コロナの影響があるということだろうと思います。単純にコロナの影響で中小企業の

経営が厳しくなったというよりは、もともと厳しかったところに、さらにコロナの影響が加わってし

まったということだろうと私は解釈しております。もうすでに 3 年目に入りましたが、この間、中

小企業の皆さんに対する当面の資金繰りについては、政府が用意した無利息無保証の融資が支えて

きました。当金庫においても、ピークのとき（令和 3 年）は、平年の 6 倍の運転資金を実行し、こ

こまで大きな倒産もなく制御できております。 

また、当金庫においては、中長期的な支援をしていこうという観点から、私ども自らがそうした体

質を作らなければならないということで、予防的あるいは保守的、先進的な観点から、一般貸倒引当

金をかなり積極的に積み増ししております。これによりお客さまに対する支援がやりやすくなるだろ

うという考えに基づいてのことです。また、国にはコロナ対策としてさまざまな支援策をご用意いた

だきました。こうした支援を中小企業の皆さんにお届けするのも認定支援機関としての役割ですし、

そもそも金融機関の新たな役割だろうということで、事業再構築補助金なども率先してお客さまに紹

介し、東京の信用金庫のなかでは一番多く紹介させていただきました。 

一方で、コロナが地域にもたらしたプラスの作用もあるのではないかと思っています。多くの皆さ

んがデジタル化によって通勤をしなくなり、東京の鉄道のホームページによればどの駅も、かつての

乗降客の 7 割という状況が続いているようです。また、人々が集まらずともさまざまな事業ができ

る。本日のリモートによるシンポジウムもその一つの例だと思いますが、これが実現してきました。 

また、日中、地域に人がいるようになりました。商店街の皆さまからは「地域に人はたくさんいる

けれど、朝早く出掛けて夜遅く帰ってくるだけで、日中商店街に来てくれないんだ」という声をよく

聞きますが、3 割の方々が日中も地域にいるということは、地域にプラスの効果もあるのではないか。 

また、自動車に頼らず自分の足で行ける半径 500 メートルの生活圏になれば、CO2 の観点からも

SDGs に貢献するかもしれませんし、持続可能な経済の小さな輪がたくさんできていくのではないか。

商店街がインバウンドのような外から来るお客さまがいない時代に、自然発生的にできたのだとする
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と、それは江戸時代のような、歩いてくる方々が一番のお客さまで、逆に考えれば地域の皆さまにと

っても、歩いて行けるところに商店街や身近な自然があることが実は宝物であり、財産なのではない

か。こういう少し時代をさかのぼらせたようなことも、もしかすると、コロナのプラスの効果だった

のかなと思うわけです。 

これは私の私見ですが、「コロナが早く収束し、元の社会生活に戻るといいな。もとの事業に戻り

たい」というお客さまはやはり多いけれど、果たしてそれだけなのかなと考えています。日本では 10

年ぐらい前から、デジタル化社会を目指そうとしていました。なぜなら 21 世紀半ばに日本が大人口

減少社会になり、働き手が足りなくなる。働き手を充足し経済を維持するには、人間は定型業務やル

ーチンワークから離れ、より心のかよう仕事やクリエイティブな仕事に移っていくのだと。これがデ

ジタル化社会実現の目的であったと思います。残念ながら 10 年間、1 ミリも進まなかったところを、

コロナが 3 か月で進めたとすれば、これは、われわれが求めていた社会が来たのかもしれません。

そう考えると、単なるコロナ対応や「コロナが終わったら」ではなく、本格的なデジタル社会の到

来を見据え、業種や業界を越えて、あらゆる産業・仕事でのデジタル化、その先の DX への対応が

始まったと理解することも必要なのではないかなと思うわけです。 

 

４．協同組織金融機関の新たな役割 

そうすると、われわれ協同組織金融機関にも新たな役割があるのではないか。それは、金融機関本

来の役割、機能の発揮だと。人口増加という大きなエネルギー、エンジンがない 21 世紀に、金融機関

がそれに代わるエンジンやエネルギーになろうではないかという考え方です。ところが、金融機関だ

けでは解決できない、大きな課題や中小企業のさまざまな問題があります。それは金融機関だけでは

なく、多くの地域の専門家や大学、プロの皆さんにおつなぎすることで解決していく。こういう地域

の協同組織金融機関の新たな役割が果たせないかと、西武信用金庫では「原点に帰ろう」ということ

で取り組んでいるところです。 

先ほど石田先生から詳しいお話がありましたが、私も少し同じようなことを考えておりました。昭

和 26 年の信用金庫法で私ども信用金庫が出来上がったわけですが、それをさかのぼると 1900 年の産

業組合法、さらにさかのぼっていくと昨年の NHK大河ドラマ「晴天を衝け」で描かれた渋沢栄一が活

躍していた時代がありました。ドラマでは明治時代の相当早い時期に安田財閥が登場してくる場面が

ありましたが、大手のそうした資本財閥に対抗すべく、地域では江戸時代から自然発生的に共同事業

を行っていた形跡があります。そうしたものが母体になり、その後の地域での信用組合活動につなが

っていきました。そういう意味では、われわれ協同組合の原点は、自然発生的な金融ではなく、商売

をする皆さんや事業者の皆さんの自発的な協力も原点の一つなのではないかと考えているところです。 

協同や相互扶助の精神には、地域の事業者同士、お客さま同士の協力や協同が原点にありまし

た。これを現代に引き直すと、ビジネスマッチングや産学連携になるのではないかと思います。

そうすると、私ども協同組織金融機関は、金融の役割と協同組合として行っていくお客さまの事

業支援、この二つの役割を持っているのではないかと考えるわけです。 

西武信用金庫では、30 年ほど前から、経済が拡大せず中小企業が大変厳しくなるなか、まずは

お客さま支援を優先しようということで取り組んできました。その結果、当金庫では 70％を超

える預貸率を維持しております。また、当金庫のお客さまのうち 70％が黒字を計上しております。 

中小企業の皆さまに対しては、金融より先にさまざまな本業支援をやろう。個人のお客さまに

ついては、財産の管理、資産の管理をお手伝いしよう。さらに地域の活性化のためには、住民の

皆さまが豊かな生活を送れるよう、地域の幸せづくりのお手伝いをするまちづくりを支援しよう。

私どもだけでできる範囲は限られているので、まちづくり支援に貢献している NPO やソーシャ

ルビジネスへの応援をわれわれが行い、その活動を推進していただき、その定着により地域の幸

せづくりに貢献していきたい。あるいは商工会や商工会議所のように、そもそも信用金庫と同じ

ような原点をお持ちの皆さんと連携することにより地域の中小企業支援、経済振興支援の輪を広

げたいと考え、さまざまな連携を進めております。 

地域の商工会、商工会議所、連携している大学には30年間毎年、すべての皆さんに50万円、

100 万円の寄付をしております。また、クラウドファンディングにつきましても、今から 15 年

ほど前、日本で第1号のクラウドファンディングを組成したミュージックセキュリティーズとの

連携をはじめとして、今は7つのクラウドファンディング業者と連携し、地域の皆さんのお手伝

いをする活動をしております。 
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表は、西武信用金庫の平成 31 年までの事業支援活動の件数です。年間、多いときで 1 万 3000

件ぐらいの産学連携やビジネスマッチング、あるいは事業承継、海外展開、M&A 活動を行ってい

ます。こうした活動によりお客さまによくなっていただければ、われわれの融資はしやすくなり、

不良債権が減っていけば適正な収益が確保できるのだという前提に立っています。したがって、

こうしたさまざまな事業支援活動は、お客さまから費用をいただくことなく実行しております。 

今日は「連携」がテーマの一つですが、中小企業は各々奥の深いノウハウや技術をお持ちです

ので、その支援にはさまざまなプロ、専門家の皆さんとの協力が必要です。今、1200 を超える専

門家と業務提携の調印をしているほか、26 の大学・専門学校とも中小企業支援、地域支援の分

野で産学連携の調印をしています。大学の先生方のさまざまな高度な知見、時には学生さんにチ

ームをつくっていただき、中小企業の技術開発やマーケティングのお手伝いをしていただいてお

ります。 

また、これも当金庫の特徴ですが、当局から認可をいただきファンドを運営しています。これ

まで 4 本のファンドで合計 40 億円、これ以外に本体でも投資をしており、現在、ベンチャー投

資を含め200億円ほど投資を実行しています。直接出資も手掛けております。 

コミュニティビジネスのお手伝いも 20 年ぐらい前から手掛けてきました。象徴的な事案です

が「コミュニティローン」というのをつくっています。これも20年ほど前、NPOという名前もそれ

ほど認知されていない時期から、こうした活動を応援することがわれわれの本来の役割と考え融資に

取り組んできました。今は約 400 件、60 億円ぐらいの融資残高がございます。さらには支店の一部

を改造し、10 団体の NPO に事務所として使っていただけるスペースをつくりました。家賃も安く設

定し、地域の皆さんの活動の拠点としていただいています。これ以外にも NPO には、10 年ぐらい前

から寄付を行っております。特に環境系の NPO に寄付をしてきましたが、「地域の NPO は環境だけ

ではないんだ」というお叱りもいただき、最近ではまちづくりや子育て、福祉など多くの NPO のお

手伝いをしています。 
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われわれは地域金融機関ですが、かつてのような経済成長がなく中小企業の売上向上がそう簡単で

はない時代のなかで金融を行うためにも、中小企業や地域の産業支援のため多くの皆さまのお力をい

ただきながら、一社一社の売上・利益を上げていくことをまず優先しようと考えています。それがで
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きれば、本来の役割である金融ができるのではないか。お客さま支援と中小企業金融。これはわれ

われがもともと持っている協同組織金融、特に信用金庫としての両輪ではないかという発想で取組

みを強化してきたところです。 

 

 

重要なのは、自分たちだけでできないことは多くの皆さまとの連携を図りながら行っていくこと。

地域金融機関同士、信用金庫同士、あるいは地域の協同組合の皆さんとの連携を深め、地域に関わる

方々を総動員して力を発揮していくことで、人口増加のようなエネルギーに代わるものが出来るので

はないかという気がしております。 

ご清聴ありがとうございました。 
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信用組合 
 

（一社)全国信用組合中央協会 調査企画部 部長 小川 元利 

 
全国信用組合中央協会調査企画部の小川でございます。今日は「コロナ禍における信用組合業界の

事業者支援」をテーマにご案内させていただきます。 

信用組合業界の中央組織である全国信用組合中央協会と全国信用協同組合連合会（以下、「全信組

連」）は、およそ 4 年前から一体化を進めてきました。会員である信用組合をサポートしていくにあ

たり、中央組織もより効率的にならないといけないということから一体化を進め、特に 2 年前に人事

交流を含め、業務の見直しなども進めてきました。そのなかで今日お話しするような信用組合の事業

者支援について、中央機関としてサポートしております。 

信用組合、協同金融組織というのは二つの色があります。一つは金融機関、預金取扱い金融機関の

部分。もう一つは相互扶助に基づく協同組織としての面です。これからお話しするのは金融機関とし

てどんなことをやってきたかという話になります。コロナ禍で昨年度、実質無利子無担保融資、資本

性劣後ローン、それから昨年 4 月から伴走型支援保証などいろいろな政府の施策があったわけですが、

それを利用しながら組合員に資金供給を実施してきました。それ以外の部分、銀行業務以外の部分と

しては、新現役交流会やビジネスマッチング、クラウドファンディング等を行ってきました。 

 

 

 

１．事業者支援の取組み 

事業者支援の取組みの実質無利子無担保融資の実施状況は上図のとおりです。昨年の 3 月末まであ

ったわけですが、民間の金融機関が取り扱った実質無利子無担保融資の件数が 142 万 8000 件で、金
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額は全体で 22.2 兆円です。それ以外に政府系金融機関ということで公庫と商工中金等があり、かな

りの政府のサポートがあったわけですが、そのうちこの部分が民間の金融機関を通して実行されてお

ります。信用組合はそのなかで 9 万 3727 件、1.12 兆円ということで、民間金融機関の 6.56％ぐらい

にあたる実績を残しました。信用組合の民間金融機関全体に占める通常の融資シェアが 2％程度です

から、総体的に高い水準であったかなと評価しています。 

円グラフは、信用組合業界がいわゆるコロナ 7 業種、コロナの影響を受けた業種に対して行った融

資の割合です。全体で 28.6％、国内の銀行の平均が大体 17.8％ですから、相対的にコロナの悪影響

を大きく受けた業種に対する融資の割合が高いということになっています。 

 

 

 

コロナ禍が長引くにあたり、あるいは企業への本当のサポートという意味では、資本性のある資金

の供給も必要だろうということで、日本政策金融公庫と協調し資本性劣後ローンの実施を行っていま

す。上図は昨年 9 月までの数字ですが、日本政策金融公庫の件数が全体で 4174 件、そのうち信用組

合は 74 件実行しております。商工中金との協調融資は全体で 436 件ありますが、そのうち信用組合

は8件実行しています。 

 

２．新現役交流会（取引先への人材支援） 

次に、銀行としての部分ではなくて、協同金融組織ということで、相互扶助の部分として新現役交

流会という取引先への人材支援を行っています。これまで基本の資金繰り支援というのを銀行として

やってきているわけですけれども、コロナ禍が長期化する中で、今後の事業展開や事業承継等にかか

るところで、事業者から人材のニーズというのが高まってきております。昨年 9 月に全信組連は信用

組合に対してアンケートを採ったのですが、そのときの信用組合の重要課題としてあがってきたもの

が、人材の育成と確保でした。こうしたことを受けて、中央組織である全信組連が中核的に動き、新

現役交流会の仕組みを活用しています。 

信用組合業界の新現役交流会は、信用組合のお客さまである中小企業と、大企業にこれまで勤務し

た経験のあるベテランの人材（新現役）を、信用組合が仲介役として間に入ってマッチングさせると

いうものです。ネット等も使って、中小企業と新現役、信用組合の支店長が三者面談を実施してマッ

チングの実績を高めるというふうにやっております。 
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2020 年度については、新現役約70名、13事業者が参加し、100％、2次面談まで進んだという状況

です。2021 年についても、新現役 71名、20事業者が参加し、すべての方が 2次面談まで進んでいま

す。課題は、現在使用できる人材のデータベースは関東経済産業局のものに限られているので、これ

を広げて各地のニーズに応えられるようにしていくことだと考えております。 

 

３．しんくみ食のビジネスマッチング展 

次がやはり相互扶助という観点、いわゆる金融とはちょっと離れたところになりますが「しんくみ

食のビジネスマッチング展」。こちらは 2015 年から開催しています。全国の信用組合の取引先であ

る「地域の食」を扱う事業者を、都内のバイヤーに紹介する場をつくっており、毎年 1 回秋に、池袋

のサンシャインでビジネスマッチング展を行っておりました。ただコロナ禍になり 2020 年度はいっ

たん中止したのですが、2021年にはオンラインでの商談会を再開しております。 
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バイヤーの方は自分たちの舌や経験にものを言わせる――それがバイヤーの特徴なわけですが、そ

れをオンラインでやるというのはなかなか難しいところもありましたが、事前に参加する事業者の方

にはアドバイスを行うコンサルタントも紹介して、そこを乗り越えるようなアドバイスをしておりま

す。 

 

 

 

４．クラウドファンディング「MOTTAINAIみらい」 

次はクラウドファンディングです。「MOTTAINAI みらい」というクラウドファンディングを行

っております。信用組合が地域の事業者が扱っているサービスや商品を、インターネットを通じて紹

介する購入型のファンディングです。これは、ビジネスの金額としては十分ではないところもあるの

ですが、地域に埋もれている商品を消費者に PR するというところでかなり実績を上げているかと思

います。 
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５．地域活性化ファンド 

最後になりますが「地域活性化ファンド」、こちらは全信組連が各地域の信用組合と組み、地域活

性化ファンドを立ち上げて、その地域のスタートアップや事業立ち上げ、事業を拡大する企業、特に

資本の部分を必要とする企業・お客さまに対して資金を供給するという仕組みになっております。こ

れまでに 8 ファンド、総額 26 億円実行しましたが、そのうち、全信組連が約 7 億円を出資して設立

しています。 

 

 

 

以上が私からの信用組合業界のコロナ禍における事業者に対してのサポートの話になります。ご清

聴ありがとうございました。 
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労働金庫 
 

静岡県労働金庫 執行役員兼経営企画部長 杉山 正治 

 
静岡県労働金庫の杉山正治と申します。 

今までのダイナミックな観点からのお話の後に、静岡という少しローカルな部分でのお話というこ

とで恐縮ですが、しばらくお付き合いをいただきたいと思います。 

 

１．ろうきんの事業概要、歴史 

全国の労働金庫（以下、「ろうきん」）の事業概況をご紹介します。全国には 13 のろうきんがあ

り、2021 年 9 月末の数字は店舗数 606 店、団体会員数 4 万 9,747 会員、預金残高 22 兆 5,523 億円、

融資残高 14 兆 8,160 億円となっています。13 のろうきんのうち単独金庫（設立当初からの設立単位

のまま、現在も営業を続けている金庫）は全国に 5 金庫（北海道、新潟、長野、静岡、沖縄）ありま

す。当静岡ろうきんも、この単独金庫に該当しております。 

 

 

 

続いて、静岡ろうきんの概況です。創立は1953年 3月 1日ですので、実は、今年69歳で、来年70

周年を迎えます。出資金、店舗数、それから、預貸残高というところについては記載のとおりですが、

静岡県の地図に店舗のあるところをプロットしております。皆さんもご承知のとおり、静岡県は東西

に長く、新幹線の駅が 6 つもあります。こんなロケーションの静岡県というところで営業しているの

が、私ども静岡ろうきんになります。 

当金庫の歴史的な、特徴的な部分についてお話しします。住宅ローンの取扱いをろうきん業態全体

が早くから取組みをしていたのですが、1956 年に銀行よりも 10 年ぐらい早くスタートさせました。

当時の先輩のいろいろな記録をひもとくと、もともと今でこそ住宅ローンというのは当たり前ですけ

れど、まだ設立当初で脆弱な資金状況でしたので、集める預金は大体 1 年ぐらいのお預かりのなかで、
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長期の住宅ローンを貸すというのは、かなり冒険をするという制度でありました。ただ当時は、やは

り勤労者の住宅を持ちたいという期待に応えるために、いろいろ知恵と工夫をこらして、果敢に挑戦

をして住宅ローンをスタートさせたのだということを聞いております。 

 

 

 

そのなかで、これも全国のなかで例を見ないものですが、私どもの設立母体は、労働組合、労働団

体、関連する団体の方が設立をした金融機関です。当時、静岡県等に要請をして、ろうきんがそうい

う脆弱さのなか住宅ローンを敢行するということで、当時の県知事、それから議会に理解をいただい

てスタートしたのが、この県の利子補給制度だと聞いております。静岡県の行政とのいろいろな連携

を深めていくという取組みの中から、現在、35 市町のうち 19 の市町で、住宅ローンの自治体との提

携融資や利子補給制度が構築されています。 

 

２．協同組合との関わり 

協同組合との関わり、協同組合間連携についてお話しいたします。私どもが実施しているのは金融

事業ですが、勤労者の生活を守り向上させていくためには、私どもだけでは役割を果たせません。そ

こで図の右側にあるとおり福祉事業団体との連携を図っております。さまざまな関連する団体と連携

をするなかで勤労者の生活を支えるといった取組みを、かねてから実施していることも、静岡ろうき

んの特徴的な部分です。 

「あなたの夢をサポートします。ようこそ！たすけあいの森へ」と書かれていますが、一番左側に

「労福協」という緑色の木があります。労働者福祉協議会、略して労福協といいますが、ここを起点

として、全部で 10 の勤労者を取り巻く団体があります。これらの団体が、それぞれの持ち場に応じ

て勤労者の生活を支えるということを進めていこうと取り組んでいます。 

各事業団体の担当者は、2 か月に 1 回会議を開催しており、各事業の取組報告、そして協同して何

かができないかということをコロナ禍で検討しているところです。労福協を軸とした勤労者の生活を

サポートするための取組みを実施しておりますが、このような連携も進めているところです。 
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私どもは「ろうきんの理念」をバックボーンに、さまざまな取組みを展開しています。 

ろうきんの理念 

ろうきんは、働く人の夢と共感を創造する協同組織の福祉金融機関です。 
ろうきんは、会員が行う経済・福祉・環境および文化にかかわる活動を促進し、人々が喜びをもって共生で

きる社会の実現に寄与することを目的とします。 
ろうきんは、働く人の団体、広く市民の参加による団体を会員とし、そのネットワークによって成り立って

います。 
会員は、平等の立場でろうきんの運営に参画し、運動と事業の発展に努めます。 
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３．緊急小口資金の特例貸付制度について 

ここから少し具体的なお話をしたいと思います。コロナのとき、緊急小口資金の特例貸付という制

度を政府が決定し、各都道府県の社会福祉協議会（以下、「社協」）が実施をすることになりました。

これをわれわれが取り次ぐという形でお手伝いをいたしました。 
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表の２段目に制度内容を記載していますが、特例の場合は 20万円以内、その他の場合は 10 万円以

内と非常に小口で、なおかつ短期の資金になっています。小口かつ短期、しかも期間が短いため、非

常に緊急性があるという制度でした。ですのでニーズのある方に早くこの資金を届けるということが

非常に重要であり、私どもがお手伝いをしたところです。 

 

 

 

社協による受付は 2020 年 3月 25日に開始しましたが、申込者が社協の窓口に殺到し、なかなか給

付にまで至らないという事態となり、私どもの業態にお話があってお手伝いをすることになりました。

北海道ろうきんがいち早く先行し、4 月 22 日にスタートしました。準備が整ったところから取り扱

いを開始するということで、静岡ろうきんは4月30日からスタートしたというところです。 
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このグラフがろうきん受付の全国の推移と静岡ろうきんの状況です。当金庫の場合、毎月大体 450

件ぐらいの受付がありました。6 月の 557 件をピークに落ち着いてきましたが、トータルで 2,398 件

を当金庫として受け付けました。業態としては5万2,178件となりました。 

 

 

 

書類を受け付けて社協に持ち込む取り次ぎでしたが、この相談に来る外国人の方も多かったため、

英語、ポルトガル語の案内を作ったり、電話での問い合わせも英語だったりして、私どもには外国語

に長けている職員が多いわけではなかったのですが、片言の英語で電話応対もしました。そういった

ことでは、かなりボリューム的には多かったのかなと思います。本部では一括してサポートし、各部

門から毎月 4 名ぐらい交代で応援を出して、社協の取り次ぎ業務をサポートしてきました。私どもが

業態全体で取り扱いした件数は、厚生労働省で受け付けたこの制度の大体 3％弱ということになりま

すが、一定のお手伝いはできたのかなと考えています。 

 

４．社協就学資金貸付つなぎローンについて 

緊急小口資金の特例貸付の取組みを通じて、社協の皆さんとさまざまな形で情報交換する機会がで

き、私どもの独自の制度が生まれました。社協では独自に、保育士・介護福祉士修学資金貸付制度を

実施していますが、これは 2015 年度の政府の補正予算で創設されたという制度と聞いています。

2020 年度の静岡県の社協の利用実績は、保育士が 552 件、介護福祉士が 85 件です。ただ、この制度

の資金は支給までに時間がかかるため、入学する専門学校の支払い期日に間に合わないというケース

が非常に多いということを、聞き取りのなかで確認しました。自己資金で立て替えたり、親戚の方に

借りたり、親御さんに出してもらったり、どうしても手当ができない場合は学校が紹介するローン会

社を利用するという話があり、私どもとして何とかお手伝いできることがないかということで「つな

ぎローン」という制度を独自に策定し、利用を呼び掛けてきました。 

つなぎローンの副次的効果を三つほど書いています。いろいろな関係先とのリレーションを高めた

い、まず制度を作ったばかりですから知ってもらおうということで、保育土、介護福祉士の専門学校

を県内のわかる範囲で訪問しました。結果としては、相談・問い合わせが 3 件で、取り扱いに至った

のは 1 件です。まだ、なかなか知られていないというのが現状です。1 件ではありますが、他のロー

ンを利用できずこの制度を利用するほか手だてがないという方には、少なからず貢献できるかなとい

うところと、まだ制度ができたばかりですから、制度を知ってもらうための周知を県社協や養成施設、

専門学校との連携によりさらに強めていきたいと考えているところです。 
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５．地域共生の取組みについて（子ども食堂・フードバンク） 

次の報告は地域共生の取組紹介として、当金庫が実施している「子ども食堂」と「フードバンク」

への取組みについてお話します。フードバンクは、コロナ禍以前から取り組んでいる活動です。 

 

 

皆さんもお聞きになったことがあるかと思いますが、子ども食堂の役割は、経済的に窮する家庭の

子どもに食事を提供する取組みが中心です。しかしこの事業についていろいろ調べたり、関係強化し

ていくなかで、この取組みは非常にコミュニティとしての役割が大きいということがわかったのです。 
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以前、フードバンクの方による講演で、こんな話を聞きました。フードバンクの役割というのは、

食料を渡して終わりではありません。フードバンクを利用される方は、基本的には貧困層の方が多い

のですが、そうした方が抱えているのは経済的な問題だけではありません。心の問題を含め、複合的

な問題がからみ合って、フードバンクの利用につながっているのです。そこでフードバンクの方は、

利用者に食料を渡すと同時に、さまざまな分野のプロの方や行政に橋渡しをすることによって、フー
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ドバンク事業を通じて、最終的には利用者がきちんと生活できるよう、根本的な解決に導いていくの

だというお話でした。そのためにはコミュニケーション、相手のことをどのように知っていくのかと

いうことが重要で、子ども食堂のコミュニティとしての役割が非常に重要だということを改めて認識

したところです。 

それでは、私どもに何ができるのかということですが、心が通う支援をしたいということで、運営

の支援ではなく直接子どもたちに笑顔を届けるための支援としてクリスマスプレゼントをするという

取組みをはじめました。県の担当課との打ち合わせを重ねるなかで、県下全域に大体 100 ぐらいの子

ども食堂があるということがわかり、管轄の市町を通じてクリスマスプレゼントの受取り募集をいた

しました。結果としておよそ半数の子ども食堂からの希望があり、そこにお菓子などのプレゼントを

贈るということになりました。プレゼントには県内にある社会福祉事業所との関連もございましたの

で、そこの商品を使うことにしました。社会福祉事業所では売上の 6 割程度が、そこで働く方の工賃

に反映されるので、間接的ではありますがそういった部分にも貢献できたのかなと考えております。 

この活動は 2020 年からスタートし、今年度も 2 回目を実施しました。まだわずかな取組みですが、

「笑顔と共感」という点では、一つのきっかけとして広がったかなというふうに考えております。今

後も継続していくことが重要と考えております。 

 

 

 

次にフードバンクの支援です。フードバンクと静岡ろうきんの協働の歩みですが、この活動をスタ

ートさせたのは 2014 年の 5 月です。どんな取組みをしてきたのかというと四つあり、継続的な資金

援助や賛助会員への協力等です。咋今の取組みとしては、2021 年 11 月に食料保管庫の無償貸与とい

うのを当金庫として実施いたしました。併せて、人の支援も実施してきたというところです。 

コロナ禍によってフードドライブ、フードバンクのニーズが非常に高まりました。皆さんもご承知

のとおり食品支援が倍増しました。いわゆるフードドライブといって、食料を提供いただくという取

組みをするとかなり集まるのですが、それを保管するところがなくなってしまったという事情があり、

私どもの本部の建屋の空いているスペースを少し有効にご活用いただけないかということで、無償貸

与を実施してきました。写真は調印式のときのものです。 
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当金庫は来年 70 周年の節目を迎えます。私どもはもう一歩踏み込んで、フードバンクヘの取組み

を進めていきたいと考えています。私どもの営業店の店舗に食料を集めるための「ドラム」という大

きな入れ物を置き、来店されるお客さまにも案内をしながらこの取組みを実施していきたいと思って

います。関連団体である労福協がフードドライブを定期的に展開しており、私どもの職員はその活動

をサポートする取組みを長い期間やってまいりましたけれど、ろうきん自身が主体になりフードドラ

イブを実施するのは初めての試みになります。 

 

 

最後に、当金庫は来年 70 周年を迎えます。地域間での連携というのはまだまだのところがありま

すが、静岡ろうきんとしては、地域社会や福祉事業団体、労働団体と協働して物事に取り組んでいく

ことが非常に重要だと意識しております。70 周年という一つの節目にあたり、地域全体で連携をし

ながら、勤労者支援の取組みを進めてまいりたいと考えております。 

ご清聴ありがとうございました。 
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農業協同組合 
 

ＪＡ茨城県中央会 農政広報部調査役 卜部 将彦 

 
JA 茨城県中央会の卜部と申します。私からは、協同組合間連携のご報告ということで、茨城県の

協同組合連携組織であります協同組合ネットいばらき（以下、「ネットいばらき」）の活動について

お話をいたします。 

 

 

 

「協同組合ネットいばらき」について 

ネットいばらきは 2013 年に設立されました。2013 年以前にも協同組合間の連携組織はありました

が、その内容を引き継ぎながら、さらに規模を拡大するような形で、ネットいばらきは設立されまし

た。現在では 45 の団体で構成されております。特に県内の単位農協がすべて加盟しており、45 団体

のうち 22 団体が JA グループ茨城という特徴があります。また、県内のメディア、NHK や新聞社、

ラジオ放送局などにも参加をいただいています。運営につきましては、加盟団体の中から 15 名の幹

事を選任し、幹事会にて方針を決定しております。活動の目的は、協同組合の果たしている役割等を

広く認知していただき、協同組合の連携によって地域を守り、協同運動を促進させる取組みを行うこ

ととなっております。 

 

ネットいばらきの活動① 茨城大学ボランティア講座 

では、実際にネットいばらきが何をやっているのかですけれども、まず①の茨城大学ボランティア

講座でございます。ネットいばらきは県内の国立大学である茨城大学において、ボランティア講座を

2 講開講しております。「協同組合論」と「大学生と消費生活」ということで、こちら二つの講義を

寄付講座として開講しております。 
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「協同組合論」では、ネットいばらきの加盟団体の役職員の方に講師を担当いただき、それぞれの

協同組合の理念や事業内容のほか、現場から見る課題等についてもお話をいただきます。学生の反応

を見ても、やはり協同組合の認知度がそれほど高くないということを感じることも多いのですが、た

くさんの協同組合の仲間たちにお話しいただけるという点では、かなり有意義なものかなと思ってお

ります。また、これまでに講義を受講いただいた学生の中から、農協や労金、生協に就職されたとい

う学生もいるということで、就職先としての協同組合ということでも見ていただけているかなと思っ

ております。令和 3 年度は残念ながらオンライン開講となりましたが、例年はバス等をチャーターし、

現地見学を行うなどの講義も実施しております。 

 

 

 

二つ目の「大学生と消費生活」は、大学 1 年生を対象に、消費者教育の一環として消費生活と金融、

食農という三つの分野に分けて講義を行っております。こちらは、加盟団体以外からも講師をお招き
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し、全 8回の講義を対象の学部を変えて 2度、開講しています。この中でも特に金融のところでは、

令和 4 年度からの成年年齢の引き下げや高校での金融教育が必修となるという背景から学生の関心も

高く、講義を担当いただいた労金さんには前期の分も含め 5 講義も担当いただき、大変お世話になり

ました。 

 

ネットいばらきの活動② 子ども支援プロジェクト 

②は子ども支援プロジェクトです。こちらは 2018 年からネットいばらきで始まった事業で、NPO

法人フードバンク茨城と協力して行っております。1 日の食事を学校の給食に頼っているお子さんが

一定数いらっしゃるという現実がありますが、そういったお子さんを持つ世帯の方に、給食が食べら

れない夏休みや冬休みの前に、食料支援を行っております。 

ネットいばらきでは写真にありますように、加盟団体から食料品の寄付や作業ボランティアの派遣、

そういったことが難しい場合は寄付金などを依頼し、それぞれの団体ができることで協力しておりま

す。現在までに8回実施しており、延べ2300世帯に支援を行いました。1回ごとの支援世帯数も徐々

に増えており、直近では昨年 12 月に 365 世帯への支援を行っております。各世帯にはお米や野菜、

レトルト食品、お菓子、消毒薬などを入れて送っています。 

 

 

 

ネットいばらきの活動③ 県内大学生への食の支援 

続いて③県内大学生への食の支援です。こちらは新型コロナウイルスの影響を受けた大学生を対象

にした食料支援です。2020年のはじめからコロナが騒がれ始めましたが、そのころから学生の親御さ

んが影響を受けたり、学生自身もアルバイトができなくなり収人が減ってしまったなど、生活に困窮

する学生が出ているという話が聞かれるようになりました。さらには緊急事態宣言なども出され、実

家に帰れない学生や、留学生にいたっては帰国もできないというような状況になりました。また 1 年

生も、ほとんど大学と接点がないまま大学生活が続いているという状況にあったことから、ネットい

ばらきとしても、前述の子ども支援と同じような形で加盟団体に協力を仰ぎ、食糧支援を行いました。 

2020 年の一番初めの支援の際には、1 回だけの支援では足りないであろうという意見もあり、5 月

から 7月にかけて月に 1回、支援を行いました。当初はだいたい 600人ほどを想定していましたが、

実際に募集してみると、1715人の学生からの申込みがありました。それだけ学生は困っているという

ことで、先着など対象者の線引きをすることもできませんでしたので、申込みされた学生全員に支援

を行いました。実際、想定していた 3回分の食料品等がその 1回でなくなってしまったというような

経過もあり、非常に大変ではありましたが、物資集めはネットいばらきだけではなく、県内の企業や

農家などからもご協力をいただきながら、学生に食料を配りました。 

支援した学生からは非常に助かったという声も頂き、日本農業新聞でも記事が紹介されるというこ

とで大変ありがたく思っております。2020年以降も、不定期ですが、大学生の支援は継続して行って

おります。 
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ネットいばらきの活動④ 協同組合学習会 

次は④協同組合学習会です。ネットいばらきの加盟団体同士の交流のほか、他県の連携事例の学習

など年度内に複数回、学習会を開催しております。2018年度は、情報をわかりやすく視覚的に伝える

というインフォグラフィックスについて学習会を行い、ネットいばらきのクリアファイルを作成しま

した。また 2021 年度からは、会員間の相互理解がまだちょっと少ないなと感じたこともあり、各加

盟団体の協力の下、体験型の学習会を計画し開催しております。こちらは、茨城県の森林組合連合会

で学習会を行いました。また漁連での学習会も予定していたのですが、コロナにより開催を断念せざ

るをえませんでした。この取組みは来年度以降も続けてまいります。 

 

 

 

ネットいばらきの活動⑤ ピースアクション in いばらき 

⑤は「ピースアクション in いばらき」についてです。全国の生協が積極的にピースアクションを

展開しておられますが、本県でも、もともと生協の事業であったものに協力するような形で、ネット

いばらきで取り組んでおります。内容は、戦争や被爆体験の継承、戦争に関する遺構の見学などが主

となっておりますが、ネットいばらきでは平和のコンサートの開催や、2021年度には『お母さんの被

爆ピアノ』という映画の上映会を予定しておりました。実際、その被爆したピアノを会場に持ち込ん

で演奏会等も予定していたのですが、残念ながらコロナにより中止となってしまいました。現在は、
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来年度以降に、茨城県内の遺構について紹介する動画を県内の大学生と協力して作成する企画が進ん

でいます。 

 

 

 

ネットいばらきの活動⑥ いばらきまるごと健康づくり 

⑥は「いばらきまるごと健康づくり」という取組みです。これは他県でもやっているところがある

のですが、活動名のとおり、加盟団体の役職員やその家族、さらには多くの県民の皆さんに健康づく

りに取り組んでいただくという企画です。2021 年度で 4 回目の開催となり、今年度は 5300 人の方に

チャレンジしていただきました。昨年度は 3900 人に参加いただきましたが、今年度は大幅に参加者

を増やすことができ、非常にうれしく思います。参加者の方には、記念品として歯ブラシをプレゼン

トしております。 

 

 

 

ネットいばらきの活動⑦ 各イベントヘの参加・出店 

⑦の各イベントヘの参加・出店については、茨城県内のイベントにネットいばらき加盟団体が一丸

となって参加をしております。例えば、県の収穫祭や、J リーグの試合に合わせて協同組合の出店を

行ったり、その出店の際には募金活動も行い被災地に寄付するといった活動を行っています。農協で

あれば野菜、漁連であれば魚、森林組合では木材加工体験などのお店を出店し、ネットいばらきとし

て一丸となって取り組んでいます。写真は、NHK 水戸放送局のキャラクター「なっとうどーもくん」

と JAバンクの「よりぞう」です。 



30 
 

 

 

 

ネットいばらきの活動⑧ ボランティア活動 

⑧はボランティア活動です。被災地の復興支援や環境保護活動としてごみ拾いなどを加盟団体等で

協力して行っています。直近ですと、2019年 10月の台風19号の被害が茨城でもありまして、県内の

被災地域に各協同組合等の職員がボランティアに入りました。また、その前の 2015 年にも常総のほ

うで水害があり、その際にも各団体からボランティアを派遣いただいたことがありました。 

 

 

 

課題について 

ここまでネットいばらきの活動を紹介してきましたが、私が感じるネットいばらきの課題について

少しお話ししたいと思います。 

一つ目はマンネリ化ということです。ご紹介した事業や活動にはマンネリ化があり、コロナの影響

も手伝って新しい活動がなかなかできないという状況があります。また子ども支援に参加いただく団

体も、大体決まったところが出てくるというような状況もあります。また、参加者のマンネリ化とい

うのもあり、実際、ボランティア等で参加いただく方には「この前も来てくださいましたね。ありが

とうございます」と言うことが多いのです。 
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けれども、いろんな方にネットいばらきの活動を知っていただきたいということもありますので、

二つ目の課題につながりますが、会員のメディア関係者と協力しながら広報を強化していきたいと思

っております。また、少し残念なのですが、加盟団体の中でもネットいばらきの活動を知らないとい

う職員が結構おります。外部への広報はもちろんですが、内部への広報についても今後考えていきた

いなと思っています。 

 

 

 

協同組合間連携を目指すために―― ゆるやか・あいのり・やってみる 

最後に、協同組合間連携の進め方についてということです。 

まずは「ゆるやか」。まずはお互いを知って、無理をしない範囲で「ゆるやか」にということです。 

次に「あいのり」。新しいことを考える前に、まずは、それぞれがやっていることをみんなで協力

してできないかなと考えてみることも大事かなと思います。 

最後に「やってみる」。やれることからスタートして、時には「だめもと」でもやってみて損はな

いかなと思っております。 

以上の「ゆるやか」「あいのり」「やってみる」というのは、よく協同組合間連携を考える際に使

われていることなのですが、ネットいばらきはまだまだ発展途上の団体であります。今後も各団体と

の連携を強めながら、活動をしていきたいと考えているところです。 

 

 

 

以上で私からの報告は終わりとなりますが、少しでも皆さまの今後の活動の参考になればと思って

おりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。 
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全 体 討 論 
 

 

＜コーディネーター＞ 協同金融研究会代表・日本大学商学部教授  平澤 克彦 氏 

西武信用金庫 理事長 髙橋 一朗 氏 

全国信用組合中央協会 調査企画部 部長 小川 元利 氏 

静岡県労働金庫 執行役員兼経営企画部長 杉山 正治 氏 

ＪＡ茨城県中央会 農政広報部調査役 卜部 将彦 氏 

 

コーディネーター・平澤 4業態のみなさまからご報告をいただきましたが、全体として、「コロナ

禍における」というよりも、やはり本業としての協同組合のあり方の延長線で現在の問題を捉えてい

けるのかなというふうにも見えるかと思います。残された時間もわずかですので、フロアからの討論

に入りたいと思いますがいかがでしょうか。 

 

Ａ 協同総合研究所の顧問の立場から、労働者協同組合からのお願い、質問をいたします。労働者協

同組合法は2020年に成立しました。これは全党全会派による議員立法で成立したのですが、今年の

10月から施行されるので、この法律の影響が今後、協同組織金融機関にもあるのではないかと思い

ます。先ほど西武信用金庫の髙橋さんからお話がありましたが、新しいマーケットの開拓に、この労

働者協同組合が関係するのではないかと私は思っています。 

労働者協同組合の目的（法第１条）は、「当該組織を通じて、地域における多様な需要に応じた事

業が行われることを促進し、もって持続可能で活力ある地域社会の実現に資すること」とされていま

す。要するに、地域社会の活性化を目的にするというのが基本的な意図なのですが、そのためにいろ

いろな事業を起こして、それを支援・育成していこうという主旨だと思います。当方にも、地域の活

性化をやりたいという方々から、労働者協同組合の利用についての問い合わせがかなり多いのですが、

問題はやはり資金と経営能力です。 

労働者協同組合運動は日本でも40年以上の歴史がありますが、労働者協同組合連合会や個別の組

織は「無借金経営」を続けてきました。無借金経営を誇っていますが、実態はいろいろな協同組織金

融機関に融資を断られてきたからそうなったということです。しかし法律まで作るようなエネルギー

はあるのです。そういう組織からの需要が今後増えてくるときに、協同組織金融機関がいかに対応す

るのか。新しいマーケットの開拓という見地からでもいいのですが、こういう組織にどういうサポー

トを与えられるのかというのが大きな課題になっていると思います。 

資金提供のほうは、皆さん手慣れていることだと思いますが、経営支援をどれだけサポートするの

か、そういう能力を持った組織を協同金融陣営がどうつくっていくのかが大きな課題になっていくと

思います。そういう経営支援ができるような大きな組織をつくっていくというのが、協同組合間協同

でも重要ではないでしょうか。 

モンドラゴン協同組合は100以上の協同組合が一つのグループになっていて、その中央に協同組合

金融機関があるんです。その主な役割は、資金援助だけではなく経営支援です。そういう金融機関が

中央にあることによって、100以上の協同組合が一つのグループとして成り立ち、地域を協同組合が

支えていくようなコミュニティができている。日本においても地域経済の活性化が重要な課題になっ

ていくので、どう活性化していくのか、その担い手をどう育てていくのか、そのための資金援助と経
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営援助をどうしていくのか、それに対応するような体制づくりを今後どうしていったらいいのかにつ

いて、皆さまから何かコメントがいただけたらと思います。 

 

髙橋 的確にお答えするのはちょっと難しいのですが、新たなマーケットについて具体的に申し上げ

ると、私どものお客さまにも「新しいな」と思うものがたくさん生まれています。それは20世紀に

はなかった仕事ばかりです。例えば、女性が働く機会が増えてきましたが、夜まで子どもを預かって

くれるところがなかなかない。それを自分たちでつくろうということで、女性同士が子どもを預かり

合う「子育てシェア」という新しい事業が始まりました。AsMamaといって、もともとNPO的に始

まり今は株式会社になっています。また、今はシニアの創業が非常に増えてきました。60歳、65歳

になって初めて創業しようという方々です。ところが創業というのはそう簡単ではない。それを応援

しようというビジネスも登場しています。「銀座セカンドライフ」では積極的な支援をしています。 

あるいは「タイミー」という会社は、学生の短時間アルバイト志向と、企業側の長期アルバイトの

ニーズのミスマッチを、デジタルの力を使って支援しようという事業を行っており、私も出資させて

いただきました。21世紀のさまざまな課題を解決しようと丁寧に考えていくと、ビジネスにつなが

るのではないか。その裏には、やはり必ずデジタル的な力が働いていて、そうしたものをうまく活用

していく皆さんにチャンスがあるのではないかなと思っています。 

経営支援を金融機関がどのようにしていくか。少しヒントになればと思うのが、西武信用金庫が今、

取り組んでいることです。昭和の時代に日本経済を支えた方々が60歳・70歳を超え、第一線の仕事

を終えて地域に戻ってきています。そういう皆さまには40年・50年間、社会の第一線で培われたノ

ウハウや人脈、スキルがあります。そういう方々を再び地域で組織化し、地域のためにもう一度力を

発揮していただくプラットフォームを当金庫ではつくり始めています。われわれ地域金融界から見る

と、そういう皆さんこそ地域の大事な資源です。そういう資源を活用させていただきたいなというふ

うに思っています。 

 

Ａ ありがとうございます。非常に心強い発言をいただき安心しました。この取組みは西武信金が突

出してやっておられるのでしょうか。あるいは政府が地域経済の活性化というのであれば、協同組織

金融機関としてそれにどう対応するのか。個別の機関だけの対応ではなく全体として、あるいは協同

組織金融機関の間の協同で、全国的な組織としてつくっていくという動きあるのでしょうか。人材バ

ンク的なものを、情報を1か所に集めて、全国の機関がそれを利用するというのはどうなんでしょう

か。 

 

髙橋 信用金庫の例で申し上げますと、信用金庫には全国信用金庫協会と信金中金という二つの中央

組織があり、それぞれが全国の信用金庫をネットして、地域ごとの課題に応じたお手伝いを全国の信

用金庫が協同してやろうという動きはすでに始まりました。 

 

Ａ 農林中金はかなりのお金を動かしていますが、地域経済の活性化のために、労働者協同組合法が

狙っているような地域組織を新しくベンチャー企業的に起こし、地域の需要にうまくマッチしたよう

なものを育ててくような動きはあるのでしょうか。運用が非常に大切だという気がしているのですが。 

 

Ｂ 現場のことはよく分かりません。ただ大きな方向性としては、もう少し地域循環を活性化してい

くような形で、人的支援を強化していこうという方向になっていますので、そういった枠組みの中で

新しい活動にもどんどん支援していくようになっていくというふうには考えております。 

 

Ｃ 労働者協同組合の活動原資を西武信用金庫から借りるのか、それとも労働者協同組合自体がまず

原資をきちんと集めて、それをベースにして形をつくりながら、不足資金をどうするのかというよう

なプランニング、枠組みをまず考えないといけない。そのためには、まず労働者協同組合としてそれ
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を自分たちの協同組合活動の中でやっていく。そのときに運転資金が必要であれば、既存の信用金庫

や協同組合から借りる。ケース・バイ・ケースで西武信用金庫から借りる場合もあるし、労働者協同

組合の組織で持ち寄った自己資金のなかから工夫してやっていくということも考えられると思います。

それは、いろいろあるんじゃないかと思います。これからの問題として、私のほうで言えば、農業で

働いているサポーターをどういう形で組織化するかということでも、同じような問題があり得るとい

うふうに思います。 

先ほど労働金庫の報告に、初期の住宅ローンに取り組んだ際、労働金庫の預金では対応できず知恵

を働かせてやりましたというお話がありましたが、労働者協同組合の場合もこれからやる事業がどん

な性格であるかによって、その資金が短期なのか長期なのか、利回りがどうなんだということを考え

て、原資をどこから持ってくるかということを考えるのが金融だと思います。 

 

石田 大変本質的な質問が出されましたが、なかなか適切な討論ができていないように思いました。

10月から労働者協同組合法が施行されますが、実際、法人としての労働者協同組合がどれほどつく

られるかということが一つのポイントになるようです。そもそも働いている人が最低賃金を確保でき

るような事業でないと、法人の設立が認可されません。準則主義ではありますが、今、現実に動いて

いるワーカーズコープやワーカーズコレクティブに法人としての設立がどれほどあるのか、というと

ころがポイントになると思います。 

法人にならない場合には、基本的には任意組合ということになって、例えば個人が労金に加盟する

というような形になるのでしょうか。法人になれれば、労金や信組、信金に加入できるという形にな

ると思います。そこでまずは、法人化できるところまでの経営支援を協同組織金融機関がどう行って

いくのか。モンドラゴンのワーカーズは、事業体として法人化できるような事業をやっていると思い

ます。日本のワーカーズは、そこまでのものがどれほどあるのかが定かではない。10月になって分

かってくるという状況です。 

ですから、協同組織金融機関としては、そういう情報も持たないといけない。その上で経営支援を

どうしていくのかという議論をしていく必要があろうかと思います。それに関連した一つのヒントは、

協同組織金融機関はNPOに対してどういう支援をしていくかということです。最近のNPOは事業型

が増えてきており、協同組織金融機関がサポートローンなどで対応するというのが一つの形になって

います。その前に、そういう活動をやっている団体に年間いくらかの寄付金で支援するという、そう

いう仕組みが取りあえずできているんじゃないかなと思います。全国の各労金が取り組んでいると思

います。こうしたNPOへのアプローチをワーカーズに適用していくのが日本には合っているのでは

ないかと思います。 

 

Ａ 労働者協同組合法で指定している労働者協同組合は、最低賃金を守らなくてはいけないなどかな

り厳しい条件です。ですから、そういう基準に合う組合というのは、数は限定されると思います。今

後、地域経済の活性化という点から言うと、協同組織金融機関が起業をどうやってサポートできるの

か、あるいは育成しようとしていくのかという視点が重要ではないかと思います。その点はNPO支

援との連携とかなり重なると思います。 

 

Ｄ 私は中央労働金庫出身で、2000年4月にNPO融資の開発にも携わりました。その経験から今日

のお話は興味深く聞かせていただきました。労働金庫法には新しい働き方が位置付けられていなかっ

たことから、過去に何度かご相談をいただきながらも、融資できなかった現状があったと思います。 

そうした新しい働き方をしっかりと支えられるように主務官庁とも話し合いを進めながら、労働金

庫法についても検討を進めているという話を聞いております。また、労働金庫の貸出金は9割以上が

勤労者の生活資金という現状であり、事業性融資については経験不足が否めません。過去のNPO融

資制度の運用においてもそこが課題でした。この研究会の皆さまとの連携で何らかの仕組みが作れた

らとも思っております。この研究会をきっかけにして、ぜひ努力してまいりたいと思っております。 
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それからNPO、小規模のソーシャルビジネス、あるいはコミュニティワークという形で活動され

る方々への支援については、労働金庫の場合、北海道から沖縄までさまざまな助成金の制度を持って

おります。事業体としてNPO法人、あるいは労働者協同組合として成立するまでの間の助成金の制

度を、30万円から100万円を連続して何年間か受けられるような助成金を持っている金庫もあります。

そうした支える仕組みもいま一度、われわれの持っているプログラムで皆さまをお支えすることがで

きるのか、あるいは労金だけではできないことは皆さまとの連携の中で何か仕組みが作れないか、い

ろいろな検討ポイントが発見できたように思いますので、今後もぜひ参加していきたいと思います。 

 

Ｅ 卜部さんに質問いたします。ネットいばらきは JCAのホームページにある協同組合連携協議会

の一つというふうに理解したのですが、このネットワークは、例えば、信用組合が希望すれば自由に

参加できるようなそういう共通のプラットフォームになるのでしょうか。そうした協同組合ネットワ

ーク、プラットフォームを介して、各協同組合が一つのファンドのようなものをつくって資金を回し

ていくということができるのではないでしょうか。 

 

卜部 まず、ネットいばらきへの信組等の加入に関しては、協同組合ではない団体も入っていますの

で、希望があれば可能です。直近だと、JCAの紹介でしたがワーカーズコープにネットいばらきに

加入いただきました。共同の融資のほうは何とも言えないところですが、もしそうした動きがあり、

もともと関わりがあるのであれば、絶対に無理ということはないのかなとは思っております。 

 

コーディネーター・平澤 ほかにご質問がないようでしたら、本日のシンポジウムはこの辺で終わり

にさせていただきたいと思います。本日はありがとうございました。 

■ 
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■協同金融研究会２０２２年度総会報告■ 

 

第 148回定例研究会の開催の後（2022年 5月27日）、引き続きオンラインを基本にして、2022年度

総会を開催しました。総会では 2021年度の事業報告・決算報告、2022年度事業計画・予算を決定しま

した。以下、2021年度事業報告・決算、2022年度事業計画・予算を掲載します。なお、当日の総会出席

者は 19名でした。 
 

協同金融研究会 ２０２１年度事業報告書 

 

１．会員の状況（２０２２年３月末現在） 

  個人会員  ９２名（前年比 ３名減）、賛助会員 ２６団体（前年比 ０減） 

 

２．総会及び運営会議 

 （１）総会 2021年 5月28日（金）17時 

     議題（１）2020年度事業報告（案） 

       （２）2020年度収支決算（案）、同監査報告 

       （３）2021年度事業計画（案） 

    （４）2021年度収支予算（案） 

    （５）役員、運営委員、監事の改選について 

 ＊上記（１）～（５）は原案通り承認され、決定した。 

 （２）運営会議（オンライン形式で開催した） 

     2021年4月12日、5月18日、6月14日、7月26日、8月23日、9月16日、10月18日、

11月15日、12月13日、2022年1月17日、2月7日、3月16日 

 

３．定例研究会 

 第１４５回  2021年5月28日（金） 

    テーマ：コロナ禍の下で期待される協同組織金融機関と当研究会の役割 

    講 師：平澤克彦（日本大学商学部 教授） 

    参加者数：62名 

 第１４６回  2021年9月16日（木） 

    テーマ：コロナ禍での当金庫の地域支援に向けた取組について 

    講 師：吉田 修（足立成和信用金庫総合企画部企画グループ、地域応援推進担当課長） 

    参加者数：22名 

 第１４７回  2021年11月 16日（火） 

    テーマ：コロナ禍での大東京信用組合の地域支援について 

    講 師：鈴木明美（大東京信用組合理事・総合企画部長） 

    参加者数：52名 

 

４．第１８回シンポジウムの開催 

   テーマ：コロナ禍における事業と生活の現状、協同金融の課題 

～協同組合らしさを如何に生かすか～ 

   日 時：2022年 3月5日（土）13時～17時 

   場 所：日本大学商学部 ＆ ＺＯＯＭミーティングによるオンライン 

   参加者数：77名 

   ＜内容＞ 

     基調講演「協同組合のアイデンティティと協同金融 

～協同組合間連携を促進する立場から～」 

京都大学学術情報メディアセンター研究員 
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日本協同組合学会元会長   石田 正昭 

     実践事例報告「地域の事業者・生活者の現状と協同金融の対応及び地域での連携」 

西武信用金庫 理事長 髙橋 一朗 

（一社）全国信用組合中央協会 調査企画部部長 小川 元利 

静岡県労働金庫 執行役員兼経営企画部長 杉山 正治 

JA茨城県中央会 農政広報部調査役 卜部 将彦 

     全体討論 コーディネーター 平澤克彦（日本大学商学部教授、当研究会代表） 

   ＊なお、当日の基調講演と実践事例報告等は今後発行する「ニュースレター」に掲載する。 

 

５．ニュースレターの発行 

   №１５２（２０２１年６月）  

    新代表就任のご挨拶                 日本大学商学部教授 平澤 克彦 

    退任のご挨拶                    駒澤大学経済学部教授 齊藤 正 

    定例研究会報告「コロナ禍の下で期待される協同組織金融機関と当研究会の役割」 

日本大学商学部教授 平澤克彦 

    協同金融研究会2021年度総会報告 

 

   №１５３（２０２１年１０月） 

    巻頭言「JAバンクと農業金融再構築の方向」 

(株)農林中金総合研究所 理事研究員 清水 徹朗 

    時評「労働者協同組合法の制定から施行へ」 

一般社団法人協同総合研究所 事務局長（理事） 相良 孝雄 

定例研究会報告「コロナ禍での当金庫の地域支援に向けた取り組みについて」 

足立成和信用金庫 総合企画部企画グループ地域応援推進 担当課長 吉田 修 

新刊紹介『遊撃する中小企業 第２弾 福岡・佐賀・長崎 注目の企業15社』 

 

   №１５４（２０２１年１２月） 

    巻頭言「新たな社会環境に向けて」 

一般社団法人東京都信用金庫協会 企画課長 白石 幸嗣 

    時評「社会的連帯経済が問うもの」  鹿児島国際大学教授 馬頭 忠治 

    定例研究会報告「コロナ禍での大東京信用組合の地域支援について」 

大東京信用組合 常勤理事・総合企画部長 鈴木 明美 

    協同金融研究会のアンケート結果について（文責：平澤克彦・石文婧） 

 

   №１５５（２０２２年２月） 

    巻頭言「第33回世界協同組合大会（ICAソウル大会）を終えて」 

一般社団法人全国労働金庫協会 政策調査部 石田 香苗 

    時評「地域の繁栄と住民の幸せを信用組合事業にかけた人たち」 

八戸地域社会研究会会長 高橋 俊行 

    新刊紹介 平松廣司著『「論語と算盤」と信用金庫経営』 

以上 
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自・2021年４月１日　至・2022年３月31日

Ⅰ.収支計算の部

科　　目 2020年度実績 2021年度予算 2021年度実績 備　考

１.会費収入 252,000 50,000 45,000

２.賛助会費収入 420,000 400,000 410,000

３.研究会参加費収入 0 30,000 17,000

４.視察参加費収入 0 0 0

５.シンポ等関連収入 0 50,000 0

６.雑収入 19,001 20,000 1,659

小計 691,001 550,000 473,659

前期繰越金 128,657 569,698 569,698

収入合計（Ⅰ） 819,658 1,119,698 1,043,357

１.会報作成費 128,600 260,000 113,945 №152(6月)～№155(2月）の4号発行

（１）執筆謝礼 25,000 80,000 48,425 テープ起こし代金含む

（２）会報印刷費 103,600 180,000 65,520

２.研究会経費 0 205,000 20,000 第146(9月）、第147回（11月）

（１）講師謝礼 0 120,000 20,000 の2回開催

（２）報告者車代 0 20,000 0

（３）飲物代 0 5,000 0

（４）資料印刷代 0 50,000 0

（５）懇親会費 0 10,000 0

３.資料代 0 20,000 20,000

４.会場借上費 2,000 20,000 16,500

５.事務局費 48,670 150,000 100,222

６.事務所賃借料 36,000 36,000 36,000 日本福祉サービス評価機構

７.通信費 32,270 60,000 53,039

８.視察･調査費 0 0 0 現地視察関連経費

９.シンポジウム開催費 0 200,000 117,790 シンポジウム関連経費

10.雑費 2,420 5,000 2,442

支出合計（Ⅱ） 249,960 956,000 479,938

次期繰越収支差額(Ⅰ-Ⅱ) 569,698 163,698 563,419

Ⅱ.資産計算の部

科  目 2020年度実績 2020年度予算 2021年度実績 備　考

１.現金 0 - 0

２.預金 449,888 - 371,735 中央労働金庫本店営業部

３.郵便振替 218,858 - 274,358 ゆうちょ銀行

４.未収入金 0 - 0

５.立替金 0 - 0

６.預け金 0 - 0

資産合計 668,746 - 646,093

１.前受金 9,000 - 18,000 会費前受金5名6件

２.預り金 0 - 0

３.未払金 90,048 - 64,674 日本福祉サービス評価機構他

負債合計 99,048 - 82,674

次期繰越収支差額 569,698 - 563,419

負債及び繰越金合計 668,746 - 646,093

2022年5月26日、日本福祉サービス評価機構事務所において、2021年度事業報告並びに収支決算につき

監査を実施し、帳票書類を点検したところ、正確かつ適正に処理されていることを認めます。

2022年5月26日

監事 中原 純一 印

協同金融研究会・2021年度収支決算
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２０２２年度事業計画 

 

 新型コロナウィルスの蔓延はいまだ収まらず、諸物価の上昇により中小企業の業況や地域経済の不

振が続いている。 

当会の活動も制約が予想されるが、可能な限り従来続けてきた活動を継続していくこととする。 

 

記 

 

１．定例研究会の開催 

   ２０２２年５月下旬を皮切りに、年度内に４回開催する。 

 

２．運営会議の開催 

   原則月１回開催し、当面は、オンライン形式で開催する。 

 

３．ニュースレターの発行 

   定例研究会の内容をメインに年４回発行する。 

 

４．シンポジウムの開催 

   ２０２３年３月に開催する。 

 

５．実践事例現地視察 

   新型コロナウィルスの感染状況を考慮して、開催の可否を判断する。 

 

６．会費 

   個人会員年３千円、賛助会員年１万円（一口）とする。 

 

７．ホームページ等の活用 

   ホームページの充実やSNSの活用を図る。 

 

８．事務所 

   「一般社団法人 日本福祉サービス評価機構」内に置く。 

以上 
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自・2022年４月１日　至・2023年３月31日

Ⅰ.収支計算の部

科　　目 2021年度予算 2021年度実績 2022年度予算 備　考

１.会費収入 50,000 45,000 250,000

２.賛助会費収入 400,000 410,000 400,000

３.研究会参加費収入 30,000 17,000 30,000 延べ30人：年4回開催

４.視察参加費収入 0 0 0 ＊コロナ情勢を見て判断

５.シンポ等関連収入 50,000 0 200,000 オンライン併用開催

６.雑収入 20,000 1,659 20,000

小計 550,000 473,659 900,000

前期繰越金 569,698 569,698 563,419

収入合計（Ⅰ） 1,119,698 1,043,357 1,463,419

１.会報作成費 260,000 113,945 280,000

（１）執筆謝礼 80,000 48,425 100,000 テープ起こし代金含む

（２）会報印刷費 180,000 65,520 180,000

２.研究会経費 205,000 20,000 240,000 オンライン併用開催

（１）講師謝礼 120,000 20,000 120,000

（２）報告者車代 20,000 0 50,000

（３）飲物代 5,000 0 10,000

（４）資料印刷代 50,000 0 50,000

（５）懇親会費 10,000 0 10,000

３.資料代 20,000 20,000 30,000

４.会場借上費 20,000 16,500 30,000

５.事務局費 150,000 100,222 150,000

６.事務所賃借料 36,000 36,000 36,000

７.通信費 60,000 53,039 80,000

８.視察･調査費 0 0 0 ＊コロナ情勢を見て判断

９.シンポジウム開催費 200,000 117,790 300,000 シンポジウム関連経費

10.雑費 5,000 2,442 10,000

支出合計（Ⅱ） 956,000 479,938 1,156,000

次期繰越収支差額(Ⅰ-Ⅱ) 163,698 563,419 307,419

Ⅱ.資産計算の部

科  目 2020年度予算 2021年度実績 2022年度予算 備　考

１.現金 - 0 -

２.預金 - 371,735 - 中央労働金庫本店営業部

３.郵便振替 - 274,358 - ゆうちょ銀行

４.未収入金 - 0 -

５.立替金 - 0 -

６.預け金 - 0 -

資産合計 - 646,093 -

１.前受金 - 18,000 -

２.預り金 - 0 -

３.未払金 - 64,674 -

負債合計 - 82,674 -

次期繰越収支差額 - 563,419 -

負債及び繰越金合計 - 646,093 -

協同金融研究会・2022年度収支予算
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■会員の声（新刊紹介）■ 

『信用金庫（しんきん）のヒストリア～共感・感動のエピソード集～』 

 

(一社)九州北部信用金庫協会 専務理事 篠原幸治 

 

本冊子は一般社団法人全国信用金庫協会(全信協)が2019年9月か

ら11月にかけて募集、110金庫から131のエピソードが集まり、機

関誌『信用金庫』で連載されたものをまとめたものである。登場す

るワードを私なりに集計したところ、別表のようになった。(※公

式の集計ではない。) 

上位４位までの、相談→提案→支援→感謝という流れはＰ・Ｄ・

Ｃ・Ａサイクルを想起する。とりわけ冊子の中の顧客からの感謝の

言葉は心に残る。私立高校の高い入学金に悩んでいたシングルマザ

ーはローン完済後に娘が結婚し母親になった事をお菓子持参で報告

に来てくれて「今の幸せがあるのは、あのとき、私に声をかけてい

ただき、３０万円を貸していただいたＫ支店長のおかげです。」と

涙を流し、感謝した。 

銀行がそっぽを向いた会社に対して、必死に稟議書を作成した職

員。不渡りを回避できた社長は「いまウチがあるのはＮさんのおかげだから、信用金庫だけは裏切れ

ない」と、業況回復後に各銀行からアプローチを受けても譲らない。 

幸福学の権威・前野教授(慶応大学)によると、幸福になるには

セオリーがあって４因子だという。①自己実現と成長、②つなが

りと感謝、③前向きと楽観、④独立とマイペース。これを具体的

なことばにすると、①やってみよう!、➁ありがとう、③なんと

かなる!、④あなたらしく! ------以上になる。 

この冊子を読んで、信用金庫には、そして協同組織金融機関に

は、この４因子があると改めて思う。上場株式組織の銀行では否

応なく効率化が重視される。1億円の融資も１００万円の融資も

手間は同じだから、小口に付き合うのは非効率だから許されない。

そんな環境下ではこの冊子に出てくる共感や感動のストーリーは

生まれないだろう。 

 信用金庫として、協同組織金融機関として、誇りと喜びを再認

識させてくれる一冊である。 

 本会では、管内の福岡・佐賀・長崎の全４６大学の就職担当者

と図書館担当者に各１部、計９２部を送付した。またこれとは別

に親交のある大学の教員の方々へも直接送付した。人は損得や理

屈では動かず、感情で動くと思っている。幸福な職場として信用

金庫が認識されることを希望している。最後に本書の第二弾と実

名化を切に期待する。 

■ 
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◆定例研究会のお知らせ◆ 

 
第 149 回定例研究会の開催のお知らせ 

 

 梅雨入り宣言から最速で「梅雨明け」を関東は迎えたようですが、急激な天候の変動は体調管理が

難しく、新型コロナウイルスの感染の先行きが不透明ななかで、懸念材料がまた一つ増えた感じで

す。しかも、ロシアによるウクライナ侵攻とそれに伴う世界経済の異変、特に食料・エネルギー分野

の状況は深刻で、私たちの身近な生活や営業にも大きな影響を与えそうです。 

今回の研究会は、１９９０年代以降取り組まれている社会人向けの大学院教育の成果をご報告いた

だき、協同組織金融機関の役割や課題をそのなかから考えてみましょうという、かなり角度を変えた

ところからのアプローチになります。 

この３月に修了された３名の方々のご報告をベースに、様々な角度から討論できたらと思います。 

 基本は、オンラインによる開催ですが、積極的なご参加をお願いする次第です。 

 

記 

 

○開催日：２０２２年７月２７日（水）午後３時１５分～４時４５分 

 テーマ：「法政大学大学院連帯社会インスティテュート（連合大学院） 

における協同組合研究の現状について」 

○報告テーマと報告者 

 ①法政大学大学院連帯社会インスティテュートのご紹介 

伊丹謙太郎氏（法政大学大学院教授・日本協同組合学会常任理事） 

 ②研究事例（１）“協同”を基盤とする組織形態の多様性とその展望 

小正貴大氏（全国労働金庫協会政策調査部） 

 ③研究事例（２）雇用によらない働き方における就労環境の問題と協同労働の可能性 

島村希里氏（九州労働金庫事業部） 

 ④研究事例（３）特定地域づくり事業協同組合制度の可能性と課題 

森谷久子氏（協同金融研究会会員） 

○開催形態：Zoom ミーティングによるオンライン開催 

○会 場 ：プラザエフ５階「会議室」（「四ッ谷駅」下車、麹町口出口前） 

   ＊オンライン参加がご無理な方は、ご連絡ください。参加人数に限りがありますが、報告者の

ご報告を直にお聞きいただき、質疑・意見交換への参加も可能です。 

○参加費 ： 当研究会の会員は参加費無料。会員外は１人１,０００円 （学生・院生は500円） 

           ＊ご入金方法はお申し込み後に個別にご案内します。 

○申 込 ：下記申込書によりＦＡＸまたはe-mailで、７月２２日（金）までに、事務局にお申し

込みください。 

＊参加者には資料とアクセス要領を送付しますので、メールアドレスを必ずご明記ください。 

協同金融研究会 事務局（担当：笹野、小島） 

【FAX】０３－３２６２－２２６０    【e-mail】kinyucoop@mail.goo.ne.jp 

 

 




